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zNIPTのよりよいあり方に関する提言
 2020年6月17日

 NIPT のよりよいあり方を考える有志

１ NIPTをはじめとする出生前検査・診断の施策や指針の策定には当事者参画を求
めます。

２ 医療者は、NIPTの情報提供の際に、医療者自身の価値観を反映させないように
留意し、女性の意思決定を尊重してください。

３ 関連団体は、遺伝カウンセリングや妊娠・出産に関わる相談体制の質を確保する
ために医療者の研修を充実してください。

４ 行政機関は、母子保健、障害者福祉、教育、子育て支援、女性の健康支援等に
関わる情報を、医療者や妊婦が利用・閲覧しやすいよう、まとめてください。

５ 医療機関は、確定診断で陽性となり、意思決定支援が必要な女性へのケアを充
実してください。

６ 検査を取り巻く社会的問題は妊婦とパートナーに負わせず、平等な社会を築くか
たちで解決すべきです。

７ 国・行政・関連団体は、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの実現を重視してください。
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これまでの議論の要点とそこから考えたこと

 認定施設での遺伝カウンセリングや医師、多職種によって、丁寧なIC、
遺伝カウンセリング、検査結果が出てからの適切な対応ができていると
ころが紹介された。

 その一方では、認定外施設でのIC,遺伝カウンセリングの不十分さ、検
査結果がでたあとの対応が不十分、あるいは問題があるところの事例
が報告された。

 また、妊婦は認定、認定外を区別せずに検査機関を決めたり、認定外
の方が利便性が高いために選んだりしていることが調査等から把握さ
れた。

 ここから、議論としては（１）認定施設の認定のあり方と、（２）妊婦が「適
切な行動」（つまり認定施設でのNIPTの受検）をするような「正しい」情報
提供について、話し合われてきた。
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z出生前遺伝学的検査に関する妊婦等への情報提供の在り方
（第4回資料）

・当該情報提供は、検査の受検を勧奨するものではなく、様々な不安を

抱える 妊婦やその家族への寄り添った支援の一環として行うものであ

る

・情報提供を受けた妊婦は、検査を受けることが必要と捉える場合もあ

り、また出生前検査の存在を知ることによりかえって不安を抱く場合も

あること、 などに留意した上で、１）提供すべき情報の内容や提供のタ

イミング、２） 情報の伝え方、３）情報提供を行う主体、４）情報提供を

行う対象となる妊婦、などについて整理が必要
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（１）NIPT実施ルール、認定施設の認定のあり方

日本産科婦人科学会の新指針、国が指針策定を行う案、多様な関係当

事者による国が関与する協議体が指針策定を行う提案があった

→協議体案ならば、当事者を含む関係者の合意のもとでの運用が可能

（２）妊婦への情報提供

妊婦だけへの情報提供では限界があり、学校教育や保健所など、情報提

供と、相談できる場所、遺伝カウンセリングだけではなく、妊娠・出産の相

談、生活・福祉の相談、心理的支援などの拡充が必要という意見が多く

出された→医学系学会だけでこれを実施するのは限界がある

出生前遺伝学的検査に関する妊婦等への情報提供の在り方
（第4回議論）
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ここまでの議論から見えてきた課題

 医学系の学会だけで決める場合と、国が関与する協議体を設ける場合のどちら

も、施設認定と医学的な（正しい）情報提供に重点が置かれているだが、情報を

入手して、理解して、相談して、自分で決める行動につなげるための、幅広い意

味での情報提供・相談・支援（医療・社会福祉・心理・教育、広報など）が必要と

いう認識

 病気や障碍のある個人とその家族の意見を発信する場として、学会のヒアリン

グ・オブザーバーではなく、ステークホルダーとなる必要

 検査の情報提供をいかに受け止めるか、受検するか否か、およびその結果を

受けて意思決定を行う主体である妊婦とそのパートナーの意見を聴く、更新す

る、異なる意見の存在を把握する機会を確保

 いくつかの医療機関の好事例や反省事例などの収集と共有、調査の必要
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z 残されている課題（第4回委員会資料より）

【妊婦等への情報提供に関して、更に検討が必要な事項】

（１）年齢等の妊婦の属性に応じて、情報提供の内容や在り方に差

異を設けるべきか。 →河合委員の参考資料

（２）出生前検査に関する詳細な情報提供について、説明者は産婦

人科医、遺伝専門医、小児科医、遺伝カウンセラー、助産師・看護師

等が想定されるが、 どのような役割分担、連携体制をとるべきか→

協議体案の方が馴染む

母体保護法による現在の人工妊娠中絶要件でも（胎児条項を入れ
なくても）、出生前検査後の中絶の選択が違法ではないことの確認
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とりあえずの結論

 施設の認定制度に関しては関連学会に委ね、その基盤となるルール
や情報発信、相談・支援には多様な当事者と多職種、医療・心理・社
会福祉の外側のサポーターが参画できる協議体方式が良いのではな
いか

 協議体の中には以下のような部門を設けて、適宜、協力、情報共有を
する。

１）施設認定、検査精度、統計管理→ 医学系学会が中心

２）情報収集、発信、広報、教育支援→ 多様なステークホルダー

３）相談・支援 → 遺伝カウンセラー、心理士、女性健康支援センター、ピア
カウンセリング、女性相談（フェミカン）、ソーシャルワーカーなど多職種と
の連携、

４）好事例、失敗例の収集、意識調査や事例調査、ヒアリング実施→メディ
ア、多様な調査実施者

５）研修→ 当該学会の認定制度等との連携
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とりあえずの結論

 妊婦が希望する情報・相談・医療・ケア・支援（社会福祉等を含む）妊娠

中の不安や疑問に対応できるような協議体を設ける。

 施設認定には、1機関ですべてを完結できるのをめざすのではなくとも、

十分に連携できることが確認できたネットワークの認定も可能にしたら

どうか。

 協議体が、わかりやすく魅力のある配布資料、ＨＰ、動画等のコンテン

ツ作成を行い、施設やネットワークがそれを利用できるようにしたらどう

か
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女性健康支援センターによる出生前遺伝学的検査（NIPT）を受けた妊
婦等への相談支援体制の整備(第4回資料)についての意見

女性健康支援センターが実施していることと実施して欲しいことと、専門家の相談
へつないで欲しいこと

女性の心身に関する相談

メンタルケアに関する相談

思春期の健康相談

妊娠・避妊に関する相談 子どもをもつ／持たない計画に関する相談(次子含む)

性感染症やその他疾患

セクシュアリティとジェンダー・アイデンティティの相談

流産・死産・中絶による（喪失）体験と悲嘆ケア

不妊に関する相談+治療後の妊娠に関する不安の相談、不妊治療をあきらめた
あとの相談 養子・縁組・就労・介護その他

出生前遺伝学的検査（NIPT）等の相談 受検前／受検後／出産後／中絶後の
相談 次子をもつことについての相談
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2020年6月17日 

 

各 位 

 

「NIPTのよりよいあり方に関する提言」の送付について 

 

私たちは「NIPTのよりよいあり方を考える有志」（呼びかけ人：齋藤有紀子・柘植あづみ）と申します。 

はじめに、日頃より、女性・子ども・障害のある人に対する医療・ケア・療育・施策に心を尽く

してくださっている皆さま、また、COVID-19に対する緊急対応において、さまざまな形でご尽力く

ださっている皆さまに、感謝を申し上げます。 

このたび私たちは、「NIPTのよりよいあり方に関する提言」を作成しました。NIPTが急速に拡大

する中で、COVID-19対応も始まり、NIPTについての議論が停滞することや、逆に、拙速な方針が出

されかねない現状を危惧しております。私たちの背景は、産婦人科医、小児科医、助産師、遺伝カ

ウンセラー、臨床心理士、ピアサポート、市民グループ、社会学、法学、医療人類学、生命倫理学

などさまざまであり、提言作成にあたっては、それぞれの分野・立場で大切にしている言葉を重ね

あい、確認しながら、議論をくり返しました。 

女性・子ども・障害のある人に対する医療・ケア・療育・施策は、行政・学会・支援団体に携わ

る皆さまの連携と協力がなければ実現しません。 

本提言が、より広く、さまざまな人に共有され、賛同いただける部分について、それぞれの分

野・職域で働きかけを始めていただくことを願い、ここにお届け申し上げます。 

お忙しいと存じますが、お目通しいただき、今後の指針策定、施策実施に反映してくださいます

よう、お願いします。ご意見・質問等がございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡くださ

い。私たちもこの問題を考え続けてまいります。 

  

 

NIPTのよりよいあり方を考える有志 

呼びかけ人 齋藤有紀子（北里大学） 

柘植あづみ（明治学院大学） 

連絡先 niptpgd@gmail.com 

 

 

添付文書：NIPTのよりよいあり方に関する提言 
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2020年 6月 17日 

厚生労働省母子保健課 

同      障害福祉課 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 

法務省刑事局刑事課 

日本産科婦人科学会 

日本産婦人科医会 

日本医学会 

日本人類遺伝学会 

日本遺伝カウンセリング学会 

日本小児科学会 

日本遺伝看護学会 

日本認定遺伝カウンセラー協会 

日本看護協会 

日本助産師会 

日本産科婦人科遺伝診療学会  

 

NIPTのよりよいあり方を考える有志       

呼びかけ人 齋藤有紀子（北里大学）   

 柘植あづみ（明治学院大学） 

連絡先 niptpgd@gmail.com 

 

私たちは、NIPTのよりよいあり方について考えるため、2019年 7月から意見交換を重ねてきました。きっかけ

は、2019年 6月に、日本産科婦人科学会が「母体血による無侵襲的胎児遺伝学的検査（NIPT）に関する指針」

を改定し、実施施設の要件緩和と遺伝カウンセリングの機会削減を明らかにしたことです。この指針は現在運用

されておらず、厚生労働省が立ち上げた「母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）の調査等に関するワー

キンググループ」が実施体制を検討するための調査を開始していますが、COVID-19感染拡大防止の緊急対

応のなかで、2020年 1月以降開催されていません。また、最近では、日本産科婦人科学会が他学会との調整

を始め、小児科学会と産科婦人科学会の倫理委員会が中心となって指針の「再度の見直し」が行われて

いるという論文（周産期医学 50巻 6号）も公表されました。 

私たちは、このまま NIPTの議論が停滞すること、あるいは逆に、拙速な結論が出されかねない状況を危惧

し、以下の提言をいたします。 
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NIPTのよりよいあり方に関する提言 

 

１ NIPTをはじめとする出生前検査・診断の施策や指針の策定には当事者参画を求めます。 

施策や指針の策定にあたっては、検査の対象となる女性の声や、妊婦と家族の心の揺れに精通する人、病

気や障害のある子どもの出産・子育ての情報と経験を有する人、出生前検査陽性の後に確定診断を受け、妊

娠を継続した人やしなかった人、病気や障害のある人、さらには、出生前検査・診断の実施拡大に懸念をも

つ人の声を議論に反映することが不可欠です。 

行政の審議会や学会の検討会議など、意思決定にかかわる会議や公聴会・シンポジウムでは、当事者の委

員任用あるいは発言の機会を確保し、透明性の高い策定プロセス※１を踏むことを求めます。 

 

※１ たとえば、NIPTが日本で臨床検査として開始される際に、日本産科婦人科学会倫理委員会は「母体血を用いた出生

前遺伝学的検査に関する検討委員会」を立ち上げ、すべての議事録を公開し、委員以外にも有識者を招いてヒアリングを

し、学会主催の公開シンポジウムを開催し、パブリックコメントの募集をしました。このように、透明性の高い指針の策定プロ

セスを踏まれましたこと、そのご尽力に敬意と感謝を表します。これからも、このような議論のプロセスを踏んでいただくように

要望します。 

 

２ 医療者は、NIPTの情報提供の際に、医療者自身の価値観を反映させないように留意し、女性の意思決定を

尊重してください。 

NIPTは、妊婦が必ず受けなければならない検査ではありません。女性の中にも、検査を受けたい人、受けた

くない人、受けたいのに情報や医療にアクセスできない人、受けたくないのに受けなくてはいけない気持ちに誘

導されたと感じて悩む人など、さまざまな立場があります。検査についての説明を聞くか聞かないか、検査を受

けるか受けないか、受けた後どうするかは、妊婦がそれぞれの場面で考えた上での選択です。 

さまざまな女性が主体的に決められる情報提供のあり方は、医師の説明に依存します。 

たとえば、医師が NIPTについて説明する方針の場合には、医師は検査を勧めているわけではないこと、検

査に関心があれば遺伝カウンセリングを受けてから、検査を受けるか受けないかを決めればよいこと、検査結果

が出たあとも適切な情報提供とカウンセリングが受けられること、検査の前後を通して妊婦はいつでも自分が相

談したい人と相談できること、さらに検査を受けても受けなくても、医師の診療に変わりはないことを伝えて欲し

いと思います。 

逆に、医師が NIPTについて紹介や説明をしない方針の場合には、その方針を伝え、検査について関心があ

る人には、詳細な説明や遺伝カウンセリングが受けられる医師や施設を紹介し、さらに、検査を受けても受けなく

ても、医師の診療に変わりはないことを伝えるよう要望します。 

説明を受けたくない妊婦、検査について詳しく知りたくない妊婦については、その気持ちを尊重し、説明やカ

ウンセリングに誘導しないでください。 

いずれの場合も、医療者自身の価値観を反映した情報提供を行ってはならないのはもちろん、意図しなくて

も医療者自身の価値観が妊婦の行動に影響を与えることが多々あるのを認識してください。 
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３ 関連団体は、遺伝カウンセリングや妊娠・出産に関わる相談体制の質を確保するために医療者の研修を充

実してください。 

「母体血による無侵襲的胎児遺伝学的検査（NIPT）に関する指針」の改定案では、検査後は、結果が陽性の

場合のみに遺伝カウンセリングが予定されていました。しかし、陽性・陰性にかかわらず、遺伝カウンセリングや

妊娠・出産に関わる相談のニーズは存在します。妊娠前も含め、女性が相談したいときに、遺伝カウンセリング

や妊娠・出産に関わる相談＊2ができる環境が必要です。 

環境整備の一環として、検査に関わる産科医などの医療者に対し、妊婦の心理や意思決定支援について理

解を深め、検査についての知識と技術を深めるプログラムの研修を用意してください。また、流産、子宮内胎児

死亡（IUFD）、中絶などで胎児を失った経験を受けとめるグリーフケアの研修も必要です。さらに、検査の対象と

なる疾患や障害がある人や家族、支援者を講師とし、その人たちの生活を理解できるプログラムも大切だと思い

ます。 

相談の手段としても、オンラインや、電話の活用など、妊婦の負担に配慮した方法を模索する必要がありま

す。COVID-19予防が必要な現在においては、なおそのように考えます。 

 

※２ ここでの妊娠・出産に関わる相談には、避妊、妊娠、流産、死産、中絶、出産、育児に関する相談を含みます。 

 

４ 行政機関は、母子保健、障害者福祉、教育、子育て支援、女性の健康支援等に関わる情報を、医療者や妊

婦が利用・閲覧しやすいよう、まとめてください。 

NIPTに関する意思決定は、女性が自身の妊娠・出産・子育てについてイメージし、自分と家族と子どもの将

来について考えた上でなされるものです。しかし現在、まとまった情報を得るのが難しく、疾患や障害のある子ど

もが生まれたときに利用可能な、医療や福祉、教育、社会資源や療育環境、生活の様子について、妊婦と家族

が短い期間で情報を得ることは困難です。継続的な相談・支援環境がわからなければ、妊婦は、子どもを産み

育てるための手がかりを得られないままに、意思決定しなければなりません。 

行政と医療が協力して情報を入手しやすくする環境の整備を求めます。 

 

５ 医療機関は、確定診断で陽性となり、意思決定支援が必要な女性へのケアを充実してください。 

陽性の結果を受けたとき、女性は短期間での決断を迫られます。最近、NIPT陽性判定後、検査結果を郵送

やメールで通知するだけであったり、検査施設に問い合わせても十分に対応されない事例が報じられていま

す。このような現状があるとすれば、早急に解消されなければなりません。 

NIPT陽性後の確定診断が陽性となり、できるなら産みたいと思っている女性には、産み育てるための情報を

持つ当事者や支援者にメールや電話で相談できることや、医療者や福祉にかかわる専門家を紹介できることを

医師が伝えてください。 

どうしたらよいか迷い、時間内に決められない人には、決断を急かすことなく、難しい選択であることを理解

し、見守り、寄り添ってください。 

産まない・産めないと考える女性には、同じように考えた経験をもつ当事者や支援者を紹介したり、より安全な

中期中絶手術ができるよう、施設の情報を提供してください。 
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また、流産や子宮内胎児死亡が生じることもあります。この場合も、体験者同士のピアサポートにつなぐことも

視野に入れつつ、迅速に安全な施術ができるようにしてください。 

そして、流産や子宮内胎児死亡、中絶などで胎児を失った経験を受けとめるグリーフケアの充実も、不可欠で

す。グリーフケアをその医療施設で行えない場合には、適切なカウンセラーなどを紹介できるように、関連機関・

職種と連携してください。 

 

６ 検査を取り巻く社会的問題は妊婦とパートナーに負わせず、平等な社会を築くかたちで解決すべきです。 

NIPTをはじめとする出生前検査の存在は、病気や障害があること、それをもつ子どもを産むことに対して、否

定的な眼差しを強めるおそれがあることは否めません。これを差別につなげないためには、病気や障害をもつ

人と共にある暮らしに肯定的な社会風土の醸成と、平等な社会の構築が必要です。 

 しかし、近年の検査の急速な広がりに社会の歩みが追いつかず、妊婦やそのパートナーの葛藤は増大してい

るようにみえます。たとえば現在、「この検査によって安易な中絶が増える」、「検査陽性者の 9割以上が中絶」な

どの言葉にみられるように、検査を提供する側ではなく、検査を受ける側の行動が評価の対象になっています。

検査は選択肢として提示されているにもかかわらず、受けるかどうか検討したり、産まない選択をした妊婦とパー

トナーが、道義的責任を負わされるのは理不尽です。 

社会的に未解決の問題は、その責任を個人に負わせるのではなく、社会として解決に取り組まなければなり

ません。障害のある人への偏見・差別の解消と支援の拡充は、この社会の基盤づくりとして、国・行政・民間団体

の力を合わせ継続的に実施すべきです。 

 

７ 国・行政・関連団体は、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの実現を重視してください。 

女性のリプロダクティブ・ヘルス／ライツは、1990年代から国連北京世界女性会議や国連カイロ国際人口開

発会議で確認されているように、妊娠・出産に関することだけではなく、生涯にわたる女性の健康支援が基にあ

って達成されるものです。出生前検査については、妊娠継続・中絶のどちらについても、女性の健康支援の問

題として、国や行政、関連団体で、取り組むことが必要です。 

しかし日本には、明治以来の家父長制度の価値観に基づく刑法堕胎罪※３があり、中絶をした女性に対する懲

罰感情がいまでも存在します。そのため、検査を受けた女性が、その先の選択肢について、自身の迷いを相談

できなかったり、必要以上に葛藤を抱え続けることがあります。この状況は、改善される必要があります。 

また、出生前検査後に中絶を行うには、母体保護法※４にいわゆる「胎児条項」を加える必要があるという意見

もあります。しかし、私たちは胎児条項を加えることには反対です。なぜなら、「胎児条項」を加えれば、堕胎罪で

中絶を禁じながら、胎児に疾患や障害があるとわかった場合には中絶しても良いと国が法律で認めることにな

り、それは差別に他ならないからです。  
※３ 刑法 第２編 第 29章 堕胎の罪（部分） 

（堕胎） 

第 212条  妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懸役に処する。 

（同意堕胎及び同致死傷） 
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第 213条  女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた

者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 

（業務上堕胎及び同致死傷） 

第 214 条 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月

以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 

  

※４ 母体保護法（部分） 

（医師の認定による人工妊娠中絶）  

第 14条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師（以下「指定医師」という。）は、

次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。  

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの  

二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの  

 

以上 

 

2020年 6月 17日 

 

NIPTのよりよいあり方を考える有志（50音順） 

齋藤有紀子  法哲学・生命倫理学 

早乙女智子 産婦人科専門医／性科学 

佐藤桃子  生命倫理学／大学院生 

白井千晶  社会学 

菅野摂子  社会学 

玉井真理子  臨床心理士・公認心理師／生命倫理学 

田村智英子    認定遺伝カウンセラー（米国、日本）  

柘植あづみ  医療人類学・生命倫理学 

恒松由記子   小児科専門医・臨床遺伝専門医 

中込さと子 助産師・認定遺伝カウンセラー 

二階堂祐子    社会学・障害学 

水野真希     助産師／中絶ケア研究  

水戸川真由美 ドゥーラ／親子の未来を支える会ピアサポーター 

武藤香織 社会学・ELSI研究 

山中美智子    産婦人科専門医・臨床遺伝専門医 

米津知子     女性・女性障害者の人権 

 

参考資料 

⚫ 日本産科婦人科学会：母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）に関する指針、令和元年 6月 2日

http://www.jsog.or.jp/uploads/files/news/NIPT_shishin_20190622.pdf 

⚫ 日本産科婦人科学会：今回の母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT） に関する指針についての経過報告と理

事長所感、令和元年 7月 3日、http://www.jsog.or.jp/modules/news_m/index.php?content_id=648 


